
小野市ラジコン草刈機導入支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、営農者の減少及び高齢化等により実施が困難とな

っている草刈り作業について、作業の負担軽減及び効率化を図るとと

もに、草刈り等に係る農作業支援サービス事業者の拡充を推進するた

めに導入するラジコン草刈機に要する費用に対し、市が予算の範囲内

において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、ラジコン草刈機とは、次の各号のいずれに

も該当するものをいう。 

  (1) 送受信機を用い、無線で遠隔操作できるもの  

  (2) 農地（地目が田又は畑をいう。）及び農業用施設を管理する

上で必要な畦畔、法面等の草刈りを主目的とするもの 

  (3) メーカーが製造し、一般に販売されているもの  

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」と

いう。）は、市内に住所を有している個人、市内に事業所を有してい

る法人又は市内に営農若しくは活動の拠点を有している団体のいずれ

かのうち次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 認定農業者又は認定新規就農者 

(2) １．０ヘクタール以上の農地を耕作している者 

(3) 集落営農組織、農会又は自治会 

(4) 農業又は農作業支援サービスを実施し、草刈り作業を業として

受託している、又は受託しようとしている法人 

(5) 公益社団法人 小野市シルバー人材センター 

２ 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならな

い。 

 (1) 市税を滞納していないこと。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４

第１項の規定に該当しない者であること。 

 (3) 小野市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）第２条第１号



から第３号までに規定されている者でないこと。 

 (4) ラジコン草刈機で市内の草刈り作業の受託業務を行う者である

こと。 

(5) 国、県及び他の市町村から同様の補助金等の交付を受けていな

いこと。 

（補助対象経費） 

第４条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対

象経費」という。）は、１補助対象者につき１台分のラジコン草刈機

の取得（購入又はリース契約等分割による取得をいう。ただし、リー

ス契約等分割による取得については、契約満了時に所有権移転するも

のに限る。）に要する費用とする。 

 （補助金額） 

第５条 この要綱による補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じ

て得た額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額）とし、１補助対象者につき１００万円を上限とする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、小野市ラジコン草刈機導入支援事業補助金交付申

請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 見積結果表 

(4) 直近年の水稲生産実施計画書及び営農計画書（細目書）の写し  

等耕作面積が１．０ヘクタール以上であることを証する書類（第３

条第１項第２号に該当する者である場合に限る。） 

(5) 市内に事業所又は営農若しくは活動の拠点を有していることを証

する書類（法人又は団体の場合に限る。） 

(6) その他市長が必要と認めたもの 

２ 申請者は、事業計画書において草刈り作業に係る面積又はラジコン

草刈機の稼働時間の概ね半数以上を市内の受託業務の用に供すること

を提示しなければならない。 

３ リース契約等分割による取得に係る申請は、年度毎に行うこととし 



、２年度目以降の申請においては第１項第３号から第５号までの添付

書類を省略することができるものとする。 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めるときは、小野市ラジコン草刈機導入支援事業補助金交

付決定通知書（様式第２号）により、適当でないと認めるときは小野 

市ラジコン草刈機導入支援事業補助金不交付決定通知書（様式第３号） 

により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる

ものとする。 

３ 第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決 

定者」という。）は、市長から事業計画に係る草刈り作業の受託業務

の進捗状況の報告を求められたときは、速やかに報告しなければなら

ない。 

（事業の変更） 

第８条 交付決定者は、交付決定の内容の変更を行おうとする場合は、

あらかじめ、小野市ラジコン草刈機導入支援事業補助金変更交付申請

書（様式第４号）に、必要書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請

が適当であると認めたときは、補助金の交付の変更を決定し、小野市

ラジコン草刈機導入支援事業補助金変更交付決定通知書（様式第５号 

）により、交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、この事業の完了後１月を経過する日又は第７条

の交付決定があった日の属する年度の末日までのいずれか早い日まで

に、小野市ラジコン草刈機導入支援事業実績報告書（様式第６号） 

に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

(1) 収支決算書 

(2) 売買又はリース契約書（写し） 

(3) 領収書（写し） 

(4) 導入したラジコン草刈機の写真 

(5) 草刈りの受託に係る実施報告書 



(6) その他市長が必要と認めたもの 

２ 前項第５号の報告書は補助金の交付決定を受けた日の属する年度か

ら３年間、毎年度市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第１０条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出があったときは、そ

の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、小野市

ラジコン草刈機導入支援事業補助金確定通知書（様式第７号）により 

、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１１条 市長は、前条の補助金額の確定をした後、交付決定者から小

野市ラジコン草刈機導入支援事業補助金請求書（様式第８号）の提出

があったときは速やかに補助金を交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、第７

条の規定により決定した交付決定額の範囲内において、補助金の全部

又は一部を概算払いすることができる。 

３ 交付決定者は、前項の規定による補助金の概算払いの請求をしよう

とするときは、小野市ラジコン草刈機導入支援事業補助金概算払請求

書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認め

たときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

 (1) この事業を中止又は廃止したとき。 

 (2) この要綱又は関係法令に違反したとき。 

 (3) 第３条第２項の要件を満たしていないことが判明したとき。 

(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

(5) ラジコン草刈機を導入した市内の草刈り作業の受託業務を予定

期間内に着手しなかったとき。 

(6) 第６条第１項第１号の事業計画書と第９条第１項第５号の実施

報告書の内容が著しく乖離しているとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、小野市ラ 

ジコン草刈機導入支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号 

）により、交付決定者に通知するものとする。 



（補助金の返還） 

第１３条 市長は、第１０条の確定額が第１１条第２項の概算払いの額

を下回る場合又は前条第１項の規定により交付決定を取り消した場合

において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、小野市

ラジコン草刈機導入支援事業補助金返還命令書（様式第１１号）によ

り、その返還を命ずるものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし 

、この要綱の廃止前にリース契約等分割による取得により第７条の交

付決定を受けた者については、当該リース契約等の期間内に限り、そ

の効力を有する。 

 （失効に伴う経過措置） 

３ この要綱の失効前に交付された補助金（前項ただし書の期間内に交 

付された補助金を含む。）の取扱いについては、なお従前の例による。 


